
　　　　

Ｒ8 年 1 月 15 日

9 時 00 分から 18 時 00 分まで あり なし

健康・生活

運動・感覚

認知・行動

言語
コミュニケーション

人間関係
社会性

主な行事等

音楽療法・おやつ作り・七夕・夏休み外出・クリスマス会・正月遊び・節分の会・お楽しみ会・保護者会等

家族支援

・家庭における介助負担及び成長や将来についての相談等の窓口

移行支援

・保護者からの意向に応じた移行支援（相談支援との連携）

地域支援・地域連携

・施設の祭り等の際には地域の方への周知に努め足を運んで頂く事で、施設の様
子を知って頂ける機会を設ける。
・短期入所わかたけ利用の際は情報提供をし同じ支援が受けられるように努める 職員の質の向上

・日々の問題点やヒヤリハット等のケースを議題とした職員研修（必要に
応じた研修・職員発信の勉強会・外部からの研修）

支　援　内　容

本
人
支
援

・学校からの引継ぎ及び健康状態の確認をし、安全に生活できるように支援する。
・小さな様子からも心身の異常に気づけるよう観察を行う。

・1人1人の発達に合わせて、それぞれに見合った個別の支援を行う。
・理学療法士を主に、動作の予防・改善・維持に努める。

・視覚・聴覚・触覚や、時間、音の変化等から、行動に繋げるという一連の認知過程の発達に支援する。

・指差しやサイン言語を受容し表出する等用いて、個々にあった自己表現の仕方から、人とのコミュニケーション能力の向上のための支援をする。

・集団で楽しく過ごせるように、気持ちや情動の調整ができ理解し遊びや活動に参加できるように支援する。

法人（事業所）理念

①人間としての尊厳と社会連携の思想を基本とし、公平公正な運営に努めます。
②常に健全かつ効率的な経営に努めると共に、民間社会福祉事業として先駆者・独自性を発揮し、住民の期待に応えます。
③社会福祉法人としての使命を自覚し、法人・施設の機能を挙げて地域福祉の充実発展に寄与します。
④地域から信頼され質の高いサービスを提供できるように職員の資質向上に努めます。

支援方針

児童福祉法及び障害者総合支援方法令の趣旨に従い、利用者がその人らしい日常生活を楽しむことができるように自立支援する事を目的とします。特別支援学校（又は学級）に通う児童
が、放課後や長期休暇に通う場所を提供し、児童の生活リズムの確立、保護者急用の預かり、異年齢児との交流等、個々の障害の状況に合わせて支援します。看護師の配置により、医療的
ケアが安心して過ごせる空間を提供していきます。

営業時間 送迎実施の有無

事業所名 放課後等デイサービス第1わかあゆ 支援プログラム 作成日


